
岸和⽥市⺠体育館

1岸和田市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課
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設置目的 市⺠の体育、スポーツ及び保健の振興を図るとともに市⺠⽣活の向上の⽤に供することを
目的とする。

開設年度 昭和41年 設置者 岸和田市

主な事業 全市域的施設の総合体育館を補完する施設として、市内全域の「する」スポーツの拠点と
して、市内スポーツ⼤会等の開催を⾏う。

所在地 岸和田市作才町１－７－１５

最寄駅 南海本線岸和田駅より徒歩約10分・ＪＲ阪和線東岸和田駅より徒歩約10分

開館時間 平日 9:00〜21:00 日・祝 9:00〜17:00
毎週⽉曜⽇（ただし、休⽇に当たる場合は、開館）、年末年始（12/29-1/3）

施設内容
利⽤料⾦

・大ジム（バスケットボールコート２面）（全面1,800円〜、1/2面900円〜／時間）
・小ジム（600円〜／時間）

Ｒ元年度
利⽤者数 61,887人

現在の
指定管理者

岸和田市公園緑化協会・ミズノグループ
＜構成団体＞

一般財団法人岸和田市公園緑化協会
美津濃株式会社
ミズノスポーツサービス株式会社

＜令和元年度指定管理料＞ 11,794千円

【岸和⽥市⽴中央体育館】
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１．設置目的
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【岸和⽥市⺠体育館条例】
第１条（設置の目的）
市⺠の体育、スポーツ及び保健の振興を図るとともに市⺠⽣活の向上の⽤に供
することを 目的とする。



２．施設の概要
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◆開設︓昭和41年１⽉７⽇ 供用開始

◆所在地︓岸和⽥市作才町１－７－１５
※駐⾞場 約50台
※電⾞ 南海本線岸和田駅及びＪＲ阪和線東岸和田

駅より徒歩約10分
※バス 南海ウイングバス南部

岸和⽥警察署前下⾞徒歩2分

◆敷地⾯積︓5,197㎡

◆延床⾯積︓2,209㎡

◆建物規模︓地上２階建（鉄筋コンクリート造）

◆開館時間︓平⽇ 9:00〜21:00 日・祝 9:00〜17:00

◆休館⽇︓毎週月曜日（休日に当たる場合は、開館）、年末年始（12/29-1/3）

◆運営︓指定管理者制度を導⼊（平成31年度から、現在１期⽬）
（現在の指定管理期間）平成31年度から令和５年度
（現在の指定管理者）岸和⽥市公園緑化協会・ミズノグループ



３．施設の主な⽤途・利⽤料⾦
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u 利⽤料⾦制を導⼊しており、各部屋の利⽤料⾦体系は、条例での使⽤料を上限として、
指定管理者が設定可能です。

○大ジム
観覧席 固定︓100席
※バスケットボールコート２面
全⾯︓1,800円〜／時間
１／２面 900円〜／時間
利⽤可能種⽬
バスケットボール・バレーボール・卓球
剣道・バドミントン・テニス等

○小ジム
１時間︓600円〜

利⽤可能種目
卓球・ダンス・少林寺拳法等



４．現在の主な事業
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ü 市内や地域のスポーツ大会開催

ü 各種イベントの開催誘致

ü 貸館業務

ü スポーツ教室（企画・自主事業含む）



５．令和元年度実績
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u利⽤者数︓61,887人
※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響が⼤きかったため、令和元年度の実績を記載。

u平均稼働率︓
l 大ジム／1,558件 平日 46.3％ 土日祝 55.1％
l 小ジム／1,182件 平日 55.9％ 土日祝 31.8％
l 会議室／78件 868人

u個⼈使⽤︓ 大ジム 10,237人 小ジム 4,166人

u大規模大会（抜粋）
l 大阪府総合体育大会

u収⼊︓21,220千円
※市からの指定管理料を含みます
【指定管理料︓令和元年度 11,794千円／5年間 60,107千円】

※収⼊の主な要素は利⽤料⾦収⼊。
その他、スポーツ教室実施等による事業収入があります。



６．指定管理者に対して期待すること
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屋内スポーツ活動拠
点の補完施設として

役割

新たなスポーツニー
ズに応える運営

ü 市⺠のスポーツ活動を総合的にサポート
ü 市内におけるスポーツ活動やスポーツ振興を促進



【お問合せ先】
担当所属︓岸和⽥市教育委員会

生涯学習部スポーツ振興課 管理担当
電話番号︓072-447-7073
メール ︓sports@city.kishiwada.osaka.jp

ご視聴頂き、誠にありがとうございました。
個別相談会へのご参加お待ちしております。

mailto:sports@city.kishiwada.osaka.jp

